
（別紙２） 

京都市ケアラーに関する包括的な相談窓口業務 提案内容評価要領 

 

１ 基本的な考え方 

受託候補者を決定するため、企画提案書により、提案内容の総合的な評価を行う。 

 

２ 評価の方法 

 ⑴ 評価項目及び配点 

評価事項 評価の視点 加重(A) 審査点(B） 
評価点 

(A×B) 

評価点 

（満点） 

1 基本理念 
事業受託にふさわしい、事業目的と

通底した理念を持っているか。 
２   １０ 

2 運営実績 

当該業務の実施において、提案事業

者のこれまでの業務経験やノウハウ

を生かすことができるか。 

３   １５ 

3 
受託希望理由 

及び運営方針 

受託希望理由や運営方針が本市の事

業に対する考え方及び受託者に期待

することを理解した理由及び方針に

なっているか。 

２   １０ 

4 
各委託業務の 

手法や進め方 

各委託業務の実施において、実効性

がある提案内容となっているか。本

市が受託者に期待する内容となって

いるか。 

３   １５ 

5 人員配置 
各委託業務を着実に遂行可能な人員

配置計画となっているか。 
２   １０ 

6 職員の質の確保 

各委託業務を適切に実施できる専門

性を有した人材が確保できるか。業

務や法令順守等、人材育成に関する

研修や、職員の定着に関する取組を

行っているか。 

３   １５ 

7 事業運営 

事業全体の進捗管理等を円滑に行え

る組織体制となっているか。個人情

報の取扱や保護について適切な対応

を行っている内容となっているか。 

２   １０ 

8 
関係機関等 

との連携 

地域や様々な機関と連携した取組の

実績や、連携体制の構築ができてい

るか。 

２   １０ 

9 見積額 積算の内訳、見積金額が適切か。 １   ５ 

合計 １００ 



 

 ⑵ 評価項目及び配点 

   １００点を満点として、提案内容評価要領に基づき評価・採点する。 

  ア 加重（倍率）の考え方 

    評価項目の重要度の高いものや提案内容に差が出やすい項目に対して、加重（倍率）を設

定している。 

  イ 審査点の考え方 

    評価対象の各項目を以下のとおり審査する。 

 

審査 項目審査点 

優れている。 ５点 

やや優れている。 ４点 

普通である。 ３点 

やや劣っている。 ２点 

劣っている。 １点 

 

  ウ 「見積金額」の評価基準 

   ・「優れている」５点 

予定価格の９０％未満の提案で、業務の円滑な運営が期待できる場合 

・「やや優れている」４点 

予定価格の９０％以上９５％未満の提案で、業務の円滑な運営が期待できる場合 

・「普通である」３点 

予定価格の９５％以上９９％未満の提案で、業務の円滑な運営が期待できる場合 

・「やや劣っている」２点 

予定価格以内の提案で、業務の円滑な運営が期待できる場合 

・「劣っている」１点 

予定価格以内ではあるが、積算の根拠が曖昧な場合又は業務の円滑な運営が期待できない 

場合 

  エ 評価点の考え方 

    計算は「加重（倍率）×審査点」により行う。 

 

 ⑶ 評価者（審査員） 

   保健福祉局福祉のまちづくり推進室長 

   保健福祉局福祉のまちづくり推進室企画・ケアラー支援推進課長 

   保健福祉局福祉のまちづくり推進室企画・ケアラー支援推進担当係長 

 

 


